
自転車を利用される皆さんへ

自転車の交通違反

「青切符」導入

１６歳以上

対象

ながら運転 信号無視 一時不停止

遮断踏切立入り 二人乗り イヤホン等を使用

１２，０００円 ６，０００円 ５，０００円

７，０００円 ３，０００円 5，０００円

「青切符（交通反則通告制度）」とは、一定の交通違反をした場合、
反則金を納めれば刑事手続きに移行せず、事件が終結されるという
制度です。

交通
違反

反則告知

反則金 不納付

納付

捜査 送致

起訴

不起訴

有罪無罪

終結

警察 検察庁

裁判所

2026年４月１日より

自転車ポータルサイト ナポリス

公訴は提起されない

拘禁刑、罰金

飲酒運転など特に悪質な
違反は制度の対象外。
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